
意見書案第７号 

選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める意見書案の提出について 

上記の意見書案を別紙のとおり、川崎市議会会議規則第１３条の規定により提

出いたします。 
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選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める意見書 

あ平均初婚年齢が３０歳前後の現代において、婚姻前に個人名で信用・実績・資産を築く

人が増加する中、改姓によってこれまで築き上げたキャリアに分断が生じる例や、法的根

拠のない旧姓の使用で不利益や混乱が生じる例は多く、その弊害を避けるため、婚姻を諦

める人や事実婚を選択する人が一定数存在している。 

 我が国が批准する女子差別撤廃条約においても、夫婦に対して姓を選択できる同一の個

人的権利を確保することが求められ、同条約に基づき設置された女子差別撤廃委員会から

も、再三にわたり夫婦同姓を強制する現行制度を改正するように勧告されている。 

 最高裁判所は、平成２７年１２月に続き令和３年６月の判決においても、民法の夫婦同

姓規定を合憲と判断した一方、制度の在り方については、国会で論ぜられ、判断されるべ

き事柄であるとしている。 

 令和４年７月にインターネットを活用して２０歳～５９歳の働く男女を対象に実施した

民間調査結果において、選択的夫婦別姓制度の導入を容認する回答の割合は６４．０％に

なり、中でも女性では７０．２％に上っている。 

あまた、地方議会からの国に対する同制度の導入や審議を求める意見書もさらに増加して

おり、民間調査結果によると、本年３月２８日時点で３６２件に上っており、夫婦別姓を

選択する自由を求める声が全国的に広がっていることは明らかである。 

よって、国におかれては、家族の在り方が多様化する昨今、婚姻前の姓を選択できな

いことが婚姻の支障になっている現状を一刻も早く解消するため、選択的夫婦別姓制度を

早期に実現されるよう強く要望するものである。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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